
 全国老人クラブ連合会の取扱い保険  
 

 

１． 単位クラブで加入できる保険 

●老人クラブ傷害保険（主に「ご自分のケガ」を補償する保険） 

・会員個人の任意加入―ただし「単位クラブ」が取りまとめて申し込みする「団体保険」です。 

・都道府県（指定都市）、市区町村老連に所属する「単位クラブ」が対象です。 

●老人クラブ賠償責任保険（クラブ活動中に「他人の物を壊したり、他人をケガさせた」

時の法律上の賠償責任を補償する保険） 

・単位クラブごとに全会員加入が条件となります。 

 

２． 連合会で加入できる保険 
●行事保険（老連主催行事への参加者の行事中・往復途上のケガを補償する保険） 

・宿泊を伴わない行事が対象です。 

・令和４年度より２つのタイプ（ケガの補償のみと熱中症危険特約付き）があります。 

●役職員専用傷害保険（連合会役職員のケガを補償する保険） 

・職員保険は業務中のケガが補償されます。 

・役員保険は業務中を含む 24時間のケガが補償されます。 

 

３． 加入資料等の送付について 

① 【老人クラブ傷害保険・老人クラブ賠償責任保険】 

・老人クラブ傷害保険・老人クラブ賠償責任保険、それぞれ申込書類や払込口座が違います。 

・満期更新クラブ：満期日前に更新資料を送付します。（資料請求の必要はありません） 

・その他の単位クラブ：クラブの保険担当者からの請求により資料を送付します。 

※会員個人からの資料請求には応じられませんのでご了承ください。 

②【行事保険・役職員専用傷害保険】 

・加入関係資料は老人クラブ保険のホームページからダウンロードできます。 
 
 

 
 
 

※このチラシは、全国老人クラブ連合会を契約者としてご加入いただける保険をご紹介したものです。 
ご契約にあたっては、必ずそれぞれのパンフレットや「重要事項説明書」をよくお読みください。 
ご不明点がありましたらお問合わせ先までご連絡ください。 
 

お問い合わせ先 
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【ご注意】これらの保険は全老連が契約者のため、傘下の組織に所属する連合会、
単位クラブ以外は加入できません。 


